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① 協力医療機関との連携体制の構築 【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○ 介護保険施設について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で
より適切な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の
医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しを行う。

【省令改正】
ア 以下の要件を満たす協力医療機関（③については病院に限る。）を定めることを義務付ける（複数

の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えないこととする。）。その際、義
務付けにかかる期限を３年とし、併せて連携体制に係る実態把握を行うとともに必要な対応について
検討する。
① 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保し

ていること。
② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
③ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機

関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確
保していること。

イ １年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認すると
ともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければな
らないこととする。

ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速
やかに再入所させることができるように努めることとする。
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② 協力医療機関との定期的な会議の実施
【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護について、協
力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入所者または入居者（以下「入所者
等」という。）の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催することを評価する新たな加
算を創設する。

○ また、特定施設における医療機関連携加算について、定期的な会議において入居者の現病歴等
の情報共有を行うよう見直しを行う。【告示改正】
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② 協力医療機関との定期的な会議の実施
【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】
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③ 入院時等の医療機関への情報提供【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設

入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○ 介護老人保健施設及び介護医療院について、入所者の入院時に、施設等が把握している生活状
況等の情報提供を更に促進する観点から、退所時情報提供加算について、入所者が医療機関へ
退所した際、生活支援上の留意点や認知機能等にかかる情報を提供した場合について、新たに
評価する区分を設ける。また、入所者が居宅に退所した際に、退所後の主治医に診療情報を情
報提供することを評価する現行相当の加算区分についても、医療機関への退所の場合と同様に、
生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを算定要件に加える。

○ また、介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護について、入
所者または入居者（以下「入所者等」という。）が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意
点等の情報提供を行うことを評価する新たな加算を創設する。【告示改正】
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③ 入院時等の医療機関への情報提供 【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設

入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】
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④ 介護医療院における看取りへの対応の充実
【介護医療院】

○ 本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を更に充実させる観点から、介護
医療院の基本報酬の算定要件及び施設サービス計画の作成において、本人の意思を尊重
した上で、原則入所者全員に対して「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセス
に関するガイドライン」に沿った取組を行うことを求めることとする。

【告示改正】【通知改正】
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④ 介護医療院における看取りへの対応の充実 【介護医療院】
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⑤ 高齢者施設等における感染症対応力の向上【特定施設入居者生活介護★、地域密着型

特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★ 、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○ 高齢者施設等については、施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上
で施設内で感染者の療養を行うことや、他の入所者等への感染拡大を防止することが求められることから、
以下を評価する新たな加算を設ける。
ア 新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医療機関（協定締結医療機関）との連携体制を構

築していること。
イ 上記以外の一般的な感染症（※）について、協力医療機関等と感染症発生時における診療等の対応を

取り決めるとともに、当該協力医療機関等と連携の上、適切な対応を行っていること。
※ 新型コロナウイルス感染症を含む。

ウ 感染症対策にかかる一定の要件を満たす医療機関等や地域の医師会が定期的に主催する感染対策に関
する研修に参加し、助言や指導を受けること。

○ また、感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の
実地指導を受けることを評価する新たな加算を設ける。【告示改正】
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⑤ 高齢者施設等における感染症対応力の向上【特定施設入居者生活介護★、地域密着型

特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★ 、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】
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⑥ 施設内療養を行う高齢者施設等への対応
【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○ 新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療や
ケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療
機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者を施設内で療養を行うことを新たに評価する。

○ 対象の感染症については、今後のパンデミック発生時に必要に応じて指定する仕組みとする。
【告示改正】
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⑦ 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○ 施設系サービス及び居住系サービスについて、利用者及び入所者における新興感染症の発生時
等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染者の診療等
を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時における対応を取り決めるよう努めるこ
ととする。

○ また、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関との間で、新興感
染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務づける。【省令改正】
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⑧ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
【全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）】

○ 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構
築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のい
ずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。【告示改正】
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⑧ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
【全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）】
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⑨ 高齢者虐待防止の推進
【全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）】

○ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全ての介護サービス事業者（居
宅療養管理指導及び特定福祉用具販売を除く。）について、虐待の発生又はその再発を防止す
るための措置（虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の
実施、担当者を定めること）が講じられていない場合に、基本報酬を減算する。その際、福祉
用具貸与については、そのサービス提供の態様が他サービスと異なること等を踏まえ、３年間
の経過措置期間を設けることとする。【告示改正】

〇 施設におけるストレス対策を含む高齢者虐待防止に向けた取組例を収集し、周知を図るほか、
国の補助により都道府県が実施している事業において、ハラスメント等のストレス対策に関す
る研修を実施できることや、同事業による相談窓口について、高齢者本人とその家族だけでな
く介護職員等も利用できることを明確化するなど、高齢者虐待防止に向けた施策の充実を図る。
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⑨ 高齢者虐待防止の推進
【全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）】
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⑩ 認知症対応型共同生活介護、介護保険施設における平時からの認知症の
行動・心理症状の予防、早期対応の推進
【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○認知症の行動・心理症状（BPSD）の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応す
るための平時からの取組を推進する観点から、新たな加算を設ける。【告示改正】
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⑩ 認知症対応型共同生活介護、介護保険施設における平時からの
認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進

【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】
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⑪ 介護保険施設におけるリハビリテーション・機能訓練、口腔、
栄養の一体的取組の推進 【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養を一体的に推進し、自立支援・重度化防止を効果
的に進める観点から、介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメント計画書情報
加算、介護医療院における理学療法、作業療法及び言語聴覚療法並びに介護老人福祉施設にお
ける個別機能訓練加算（Ⅱ）について、以下の要件を満たす場合について評価する新たな区分
を設ける。 【告示改正】

ア 口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。
イ リハビリテーション実施計画等の内容について、リハビリテーション・機能訓練、口腔、

栄養の情報を関係職種の間で一体的に共有すること。その際、必要に応じてLIFEに提出した
情報を活用していること。

ウ 共有した情報を踏まえ、リハビリテーション計画または個別機能訓練計画について必要な
見直しを行い、見直しの内容について関係職種に対し共有していること。
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⑪ 介護保険施設におけるリハビリテーション・機能訓練、口腔、
栄養の一体的取組の推進 【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】
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⑪ 介護保険施設におけるリハビリテーション・機能訓練、口腔、
栄養の一体的取組の推進
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⑫ リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る
一体的計画書の見直し 【通所介護、通所リハビリテーション★、地域密着型

通所介護、認知症対応型通所介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組を推進する観点から、リハビリ
テーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直しを行う。

【通知改正】
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⑬ 介護保険施設サービスにおける口腔衛生管理の強化
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、

介護老人保健施設、介護医療院】

○ 介護保険施設において、事業所の職員による適切な口腔管理等の実施と、歯科専門職による適
切な口腔管理につなげる観点から、事業者に利用者の入所時及び入所後の定期的な口腔衛生状
態・口腔機能の評価の実施を義務付ける。【通知改正】
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⑭ 退所者の栄養管理に関する情報連携の促進
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、

介護老人保健施設、介護医療院】

○ 介護保険施設から、居宅、他の介護保険施設、医療機関等に退所する者の栄養管理に関する情
報連携が切れ目なく行われるようにする観点から、介護保険施設の管理栄養士が、介護保険施
設の入所者等の栄養管理に関する情報について、他の介護保険施設や医療機関等に提供するこ
とを評価する新たな加算を設ける。【告示改正】
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⑭ 退所者の栄養管理に関する情報連携の促進
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、

介護老人保健施設、介護医療院】
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⑮ 再入所時栄養連携加算の対象の見直し
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、

介護老人保健施設、介護医療院】

○ 再入所時栄養連携加算について、栄養管理を必要とする利用者に切れ目なくサービスを提供す
る観点から、医療機関から介護保険施設への再入所者であって特別食等を提供する必要がある
利用者を算定対象に加える。【告示改正】
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⑯ ユニットケア施設管理者研修の努力義務化
【短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○ ユニットケアの質の向上の観点から、個室ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理
者研修を受講するよう努めなければならないこととする。【省令改正】
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⑰ 科学的介護推進体制加算の見直し
【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、

特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護★、
認知症対応型共同生活介護★、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○ 科学的介護推進体制加算について、質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し
科学的介護を推進する観点から、以下の見直しを行う。
ア 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。

【通知改正】
イ LIFEへのデータ提出頻度について、少なくとも「６月に１回」から「３月に１回」に見直す。

【通知改正】
ウ 初回のデータ提出時期について、他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。【通知改正】
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⑱ 自立支援促進加算の見直し 【介護老人福祉施設、地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○ 自立支援促進加算について、質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し
科学的介護を推進する観点から、以下の見直しを行う。

ア 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し
等を実施。 【通知改正】

イ LIFE への初回のデータ提出時期について、他のLIFE 関連加算と揃えることを可能と
する。 【通知改正】

ウ 医師の医学的評価を少なくとも「６月に１回」から「３月に１回」に見直す。
【告示改正】

エ 本加算に沿った取組に対する評価を持続的に行うため、事務負担の軽減を行いつつ
評価の適正化を行う。【告示改正】
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⑱ 自立支援促進加算の見直し 【介護老人福祉施設、地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】
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⑲ アウトカム評価の充実のための排せつ支援加算の見直し
【看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○ 排せつ支援加算について、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、以下の見直し
を行う。
ア 排せつ状態の改善等についての評価に加え、尿道カテーテルの抜去についても新たに評価

を行う。 【告示改正】
イ 医師又は医師と連携した看護師による評価を少なくとも「６月に１回」から「３月に１

回」に見直す。【告示改正】
ウ 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を

実施。 【通知改正】
エ 初回のデータ提出時期について、他のLIFE 関連加算と揃えることを可能とする。

【通知改正】
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⑲ アウトカム評価の充実のための排せつ支援加算の見直し
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⑳ アウトカム評価の充実のための褥瘡マネジメント加算等の見直し
【看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○ 褥瘡マネジメント加算（介護医療院は褥瘡対策指導管理）について、介護の質の向上に係る取
組を一層推進する観点から、以下の見直しを行う。
ア 施設入所時又は利用開始時に既に発生していた褥瘡が治癒したことについても評価を行う。

【告示改正】
イ 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を

実施。 【通知改正】
ウ 初回のデータ提出時期について、他のLIFE 関連加算と揃えることを可能とする。

【通知改正】
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⑳ アウトカム評価の充実のための褥瘡マネジメント加算等の見直し
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㉑ 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等
ベースアップ等支援加算の一本化 【訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所

介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所
療養介護★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護
看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護★、認知症対応型共同生活介護★、看護小規模多機能型
居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○ 介護現場で働く方々にとって、令和６年度に2.5％、令和７年度に2.0％のベースアップへと確
実につながるよう加算率の引上げを行う。

○ 介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活
用されるよう推進する観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護
職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わ
せた４段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。

※ 一本化後の加算については、事業所内での柔軟な職種間配分を認める。また、人材確保に向け
てより効果的な要件とする等の観点から、月額賃金の改善に関する要件及び職場環境等要件を
見直す。【告示改正】
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㉑ 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化
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㉑ 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化
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㉒ テレワークの取扱い
【全サービス（居宅療養管理指導★を除く。）】

○ 人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、
個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、
取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。 【通知改正】
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㉓ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担
軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け

【短期入所系サービス★、居住系サービス★、多機能系サービス★、施設系サービス】

〇 介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題を
抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質の
確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。
その際、３年間の経過措置期間を設けることとする。 【省令改正】
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㉔ 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進 【短期入所系サービス★、

居住系サービス★、多機能系サービス★、施設系サービス】

○ 介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、介護ロボットやICT等の
テクノロジーの導入後の継続的なテクノロジーの活用を支援するため、利用者の安全並びに介
護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要
な安全対策を講じた上で、見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入し、生産性向上ガイド
ラインの内容に基づいた業務改善を継続的に行うとともに、一定期間ごとに、業務改善の取組
による効果を示すデータの提供を行うことを評価する新たな加算を設けることとする。

【告示改正】
○ 加えて、上記の要件を満たし、提出したデータにより業務改善の取組による成果が確認された

上で、見守り機器等のテクノロジーを複数導入し、職員間の適切な役割分担（いわゆる介護助
手の活用等）の取組等を行っていることを評価する区分を設けることとする。【告示改正】
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㉔ 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進
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㉕ 外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し【通所系サービス★、

短期入所系サービス★、居住系サービス★、多機能系サービス★、施設系サービス】

○ 就労開始から６月未満のEPA介護福祉士候補者及び技能実習生（以下「外国人介護職員」とい
う。）については、日本語能力試験N1又はN2に合格した者を除き、両制度の目的を考慮し、
人員配置基準への算入が認められていないが、就労開始から６月未満であってもケアの習熟度
が一定に達している外国人介護職員がいる実態なども踏まえ、人員配置基準に係る取扱いにつ
いて見直しを行う。
具体的には、外国人介護職員の日本語能力やケアの習熟度に個人差があることを踏まえ、事業
者が、外国人介護職員の日本語能力や指導の実施状況、管理者や指導職員等の意見等を勘案し、
当該外国人介護職員を人員配置基準に算入することについて意思決定を行った場合には、就労
開始直後から人員配置基準に算入して差し支えないこととする。【告示改正】
その際、適切な指導及び支援を行う観点、安全体制の整備の観点から、以下の要件を設ける。
ア 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること。
イ 安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制

を整備していること。
併せて、両制度の趣旨を踏まえ、人員配置基準への算入の有無にかかわらず、研修又は実習
のための指導職員の配置や、計画に基づく技能等の修得や学習への配慮など、法令等に基づ
き、受入れ施設において適切な指導及び支援体制の確保が必要であることを改めて周知する。
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㉕ 外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し
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㉖ ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化
【短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、介護老人福祉施設、地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○ ユニット型施設において、引き続き利用者との「馴染みの関係」を維持しつつ、柔軟な
サービス提供により、より良いケアを提供する観点から、職員の主たる所属ユニットを
明らかにした上で、必要に応じてユニット間の勤務が可能であることを明確化する。

【通知改正】
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㉗ 長期療養生活移行加算の廃止
【介護医療院】

○ 長期療養生活移行加算について、介護療養型医療施設が令和５年度末に廃止となることを
踏まえ、廃止する。 【告示改正】
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（参考）よくあるQ＆A

和歌山県によくある質問と回答

Q1.協力医療機関連携加算の協力医療機関は、当該介護医療院の併設医療機関でも対象に
なるか。

A1.対象になる。

Q2.連携する協力医療機関は在宅療養支援病院や地域包括ケア病棟がある医療機関でないと
いけないか。

A2.必ずしもそのような医療機関でなくても良い。以下３要件を満たす医療機関との連携
で対象となる。

（協力医療機関の要件）
① 入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
③ 入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 50


